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別記11 地下貯蔵タンクに作用する荷重及び発生応力 

 

１ 作用する荷重 

(1) 主荷重 

ア 固定荷重（地下貯蔵タンク及びその付属設備の自重） 

Ｗ₁：固定荷重［単位：Ｎ］ 

イ 液荷重（貯蔵する危険物の重量） 

Ｗ₂＝γ₁・Ｖ 

Ｗ₂：液荷重［単位：Ｎ］ 

γ₁：液体の危険物の比重量［単位：Ｎ/㎣］ 

Ｖ ：タンク容量［単位：㎣］ 

ウ 内圧 

Ｐ₁＝ＰＧ＋ＰＬ 

Ｐ₁：内圧［単位：Ｎ/㎟］ 

ＰＧ：空間部の圧力（無弁通気管のタンクにあっては、考慮する必要がない）［単

位：Ｎ/㎟］ 

ＰＬ：静液圧［単位：Ｎ/㎟］ 

静液圧ＰＬは、次のとおり求める。 

ＰＬ＝γ₁・ｈ₁ 

γ₁：液体の危険物の比重量［単位：Ｎ/㎣］ 

ｈ₁：最高液面からの深さ[単位：mm] 

エ 乾燥砂荷重 

タンク室内にタンクが設置されていることから、タンク頂部までの乾燥砂の上載

荷重とし、その他の乾燥砂の荷重は考慮しないこととしてよい。 

Ｐ₂＝γ₂・ｈ₂ 

Ｐ₂：乾燥砂荷重［単位：Ｎ/㎟］ 

γ₂：砂の比重量［単位：Ｎ/㎣］ 

ｈ₂：砂被り深さ（タンク室の蓋の内側から地下タンク頂部までの深さ）[単位：

mm] 

(2) 従荷重 

ア 地震の影響 

静的震度法に基づく地震動によるタンク軸直角方向に作用する水平方向慣性力を

考慮することとしてよい。なお、地震時土圧については、タンク室に設置されてい

ることから考慮しない。 

ＦＳ＝Ｋｈ（Ｗ₁＋Ｗ₂＋Ｗ₃） 

ＦＳ  ：タンクの軸直角方向に作用する水平方向地震力［単位：Ｎ］ 



 

67 

 

Ｋｈ：設計水平震度（告示第４条の23による） 

Ｗ₁ ：固定荷重［単位：Ｎ］ 

Ｗ₂ ：液荷重［単位：Ｎ］ 

Ｗ₃ ：タンクの軸直角方向に作用する乾燥砂の重量［単位：Ｎ］ 

イ 試験荷重 

完成検査前検査、定期点検を行う際の荷重とする。［単位：Ｎ/㎟］ 

２ 発生応力等 

鋼製横置円筒型の地下貯蔵タンクの場合、次に掲げる計算方法を用いることができる

こと 

(1) 胴部の内圧による引張応力 

σs₁＝Ｐｉ・（Ｄ／２t₁） 

σs₁：引張応力［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｐｉ：（内圧、正の試験荷重）［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｄ：タンク直径[単位：mm] 

ｔ₁：胴の板厚[単位：mm] 

(2) 胴部の外圧による圧縮応力 

σs₂＝Ｐ₀・（Ｄ／２t₁） 

σs₂：圧縮応力［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｐ₀：（乾燥砂荷重、負の試験荷重）［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｄ：タンク直径[単位：mm] 

ｔ₁：胴の板厚[単位：mm] 

(3) 鏡板部の内圧による引張応力 

σｋ₁＝Ｐｉ・（Ｒ／２t₂） 

σｋ₁：引張応力［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｐｉ：（内圧、正の試験荷重）［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｒ：鏡板中央部での曲率半径[単位：mm] 

t₂：鏡板の板厚[単位：mm] 

(4) 鏡板部の外圧による圧縮応力 

σｋ₂＝Ｐ₀・（Ｒ／２t₂） 

σｋ₂：圧縮応力［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｐ₀：（乾燥砂荷重、負の試験荷重）［単位：Ｎ/㎟］ 

Ｒ：鏡板中央部での曲率半径[単位：mm] 

t₂：鏡板の板厚[単位：mm] 

(5) タンク固定条件の照査 

タンク本体の地震時慣性力に対して、タンク固定部分が、必要なモーメントに耐え

る構造とするため、次の条件を満たすこと 
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Ｆs・Ｌ≦Ｒ・ｌ 

Ｆs：タンク軸直角方向に作用する水平方向地震力［単位：Ｎ］ 

Ｌ：Ｆsが作用する重心から基礎までの高さ[単位：mm] 

Ｒ：固定部に発生する反力［単位：Ｎ］ 

ｌ：一の固定部分の固定点の間隔[単位：mm] 
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別記12 地下貯蔵タンク及びタンク室の構造例 

 

１ 標準的な設置条件等 

(1) タンク鋼材は、ＪＩＳ Ｇ3101一般構造用圧延鋼材SS400（単位重量は77×10⁻⁶N/㎣）

を使用 

(2) 外面保護の厚さは２mm 

(3) タンク室上部の土被りはなし 

(4) 鉄筋はSD295Aを使用 

(5) タンク室底版とタンクの間隔は100mm 

(6) タンク頂部と地盤面の間隔は600mm以上とされているが、タンク室頂版（蓋）の厚さ

を300mm（100KLの場合にあっては350mm）とし、タンク頂部とタンク室頂版との間隔は

300mm以上（307mm～337mm）とする。 

(7) タンクとタンク室側壁との間隔は100mm以上とされているが、当該間隔は100mm以上

（153.5mm～168.5mm）とする。 

(8) タンク室周囲の地下水位は地盤面下600mm 

(9) 乾燥砂の比重量は17.7×10⁻⁶N/㎣とする。 

(10) 液体の危険物の比重量は9.8×10⁻⁶N/㎣とする。 

(11) コンクリートの比重量は24.5×10⁻⁶N/㎣とする。 

(12) 上載荷重は車両の荷重とし、車両全体で250kN、後輪片側で100kNとする。 

(13) 使用するコンクリートの設計基準強度は21N/㎟とする。 

(14) 鉄筋の被り厚さは50mmとする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

２ 一般的な構造例 

(1) タンク本体 

 

 

 

(2) タンク室 
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(3) ２KLの場合 

ア 標準断面 

 

  

イ 設計配筋 
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(4) 10KLの場合 

ア 標準断面 

 

イ 設計配筋 
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(5) 20KLの場合 

ア 標準断面 

 

 

イ 設計配筋 
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(6) 30KL（内径2100）の場合 

ア 標準断面 

 

 

イ 設計配筋 
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(7) 30KL（内径2400）の場合 

ア 標準断面 

 

 

イ 設計配筋 
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(8) 48KLの場合 

ア 標準断面 

 

 

イ 設計配筋 
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(9) 50KLの場合 

ア 標準断面 

 

 

 イ 設計配筋 
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(10) 100KLの場合 

ア 標準断面 

 

 

イ 設計配筋 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

別記13 タンク室に作用する荷重及び発生応力 

 

１ 作用する荷重 

(1) 主荷重 

ア 固定荷重（タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその付属設備の自重） 

Ｗ₄：固定荷重[単位：Ｎ] 

イ 液荷重（貯蔵する危険物の重量） 

Ｗ₂＝γ₁・Ｖ 

Ｗ₂：液荷重［単位：Ｎ］ 

γ₁：液体の危険物の比重量［単位：Ｎ/㎣］ 

Ｖ：タンク容量［単位：㎣］ 

ウ 土圧 

Ｐ₃＝ＫＡ・γ₃・ｈ₃ 

Ｐ₃：土圧［単位：Ｎ/㎟］ 

ＫＡ：静止土圧係数（一般的に0.5） 

γ₃：土の比重量［単位：Ｎ/㎣］ 

ｈ₃：地盤面下の深さ[単位：mm] 

エ 水圧 

Ｐ₄＝γ₄・ｈ₄ 

Ｐ₄：水圧［単位：Ｎ/㎟］ 

γ₄：水の比重量［単位：Ｎ/㎣］ 

ｈ₄：地下水位からの深さ（地下水位は原則として実測値による）[単位：mm] 

(2) 従荷重 

ア 上載荷重 

上載荷重は、原則として想定される最大重量の車両の荷重とする（250ｋＮの車両

の場合、後輪片側で100ｋＮを考慮する）。 

イ 地震の影響 

地震の影響は、地震時土圧について検討する。 

Ｐ₅＝ＫＥ・γ₄・ｈ₄ 

Ｐ₅：地震時土圧［単位：Ｎ/㎟］ 

ＫＥ：地震時水平土圧係数 

地震時水平土圧係数ＫＥは、次によることができる。 

 
φ：周辺地盤の内部摩擦角[単位：度] 

θ：地震時合成角[単位：度] 
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θ＝tan⁻1Ｋｈ 

Ｋｈ：設計水平震度（告示第４条の23による） 

γ₄：土の比重量［単位：Ｎ/㎣］ 

ｈ₄：地盤面下の深さ[単位：mm] 

２ 発生応力 

発生応力は、荷重の形態、支持方法及び形状に応じ、算定された断面力（曲げモーメ

ント、軸力及びせん断力）の最大値について算出すること。この場合において、支持方

法として上部が蓋を有する構造では、蓋の部分を単純ばり又は版とみなし、側部と底部

が一体となる部分では、側板を片持ばり、底部を両端固定ばりとみなして断面力を算定

して差し支えない。 
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別記14 内面の腐食を防止するためのコーティングについて 

 

１ 内面の腐食を防止するためのコーティングの施工に関する事項 

(1) 施工方法 

ア 地下貯蔵タンク内面の処理 

(ｱ) 地下貯蔵タンク内面のクリーニング及び素地調整を行うこと 

(ｲ) 素地調整は、「橋梁塗装設計施工要領（首都高速道路株式会社）」に規定する素

地調整２種以上とすること 

イ 板厚の測定 

50センチメートル平方につき３点以上測定した場合において、鋼板の板厚が3.2ミ

リメートル以上であることを確認すること。ただし、3.2ミリメートル未満の値が測

定された部分がある場合にあっては、「危険物規制事務に関する執務資料の送付につ

いて」（平成21年11月17日付け消防危第204号）問２によることで差し支えない。 

ウ 内面の腐食を防止するためのコーティングの成形 

(ｱ) 内面の腐食を防止するためのコーティング（以下「コーティング」という。）に

用いる樹脂及び強化材は、当該地下貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危

険物に対して劣化のおそれのないものとすること 

(ｲ) コーティングに用いる樹脂及び強化材は、必要とされる品質が維持されたもの

であること 

(ｳ) コーティングの厚さは、２ミリメートル以上とすること 

(ｴ) 成形方法は、ハンドレイアップ法、紫外線硬化樹脂貼付法その他適切な方法と

すること 

エ 成形後のコーティングの確認 

成形後のコーティングについて、次のとおり確認すること 

(ｱ) 施工状況 

気泡、不純物の混入等の施工不良がないことを目視で確認すること 

(ｲ) 厚さ 

膜厚計によりコーティングの厚さが設計値以上であることを確認すること 

(ｳ)ピンホールの有無 

ピンホールテスターにより、ピンホールが無いことを確認すること 

(2) その他 

ア 工事中の安全対策 

コーティングの施工は、地下貯蔵タンクの内部や密閉空間において作業等を行う

ものであることから、可燃性蒸気の除去等火災や労働災害等の発生を防止するため

の措置を講ずること 

イ 作業者の知識及び技能 
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職業能力開発促進法に基づく「二級強化プラスチック成形技能士（手積み積層成

形作業）」又はこれと同等以上の知識及び技能を有する者がコーティングの成形及び

確認を行うことが望ましいこと 

ウ マニュアルの整備 

(1)並びに(2)．ア及びイの事項を確実に実施するため、施工者は、次に掲げる事

項につき、当該各号に定める基準に適合するマニュアルを整備しておくことが望ま

しいこと 

(ｱ) コーティングの施工方法 (1)に適合すること 

(ｲ) 工事中の安全対策        (2)．アに適合すること 

(ｳ) 作業者の知識及び技能    (2)．イに適合すること 

エ 液面計の設置 

地下貯蔵タンクの内面に施工されたコーティングを損傷させないようにするため、

政令第13条第１項第８号の２に規定する危険物の量を自動的に表示する装置を設け

ることが望ましいこと 

(3) 完成検査前検査 

マンホールの取付けを行う場合については、完成検査前検査が必要であること。こ

の場合において、水圧試験に代えて、告示第71条第１項第１号に規定するガス加圧法

として差し支えない。 

２ コーティングの維持管理に関する事項 

コーティングを施工したすべての地下貯蔵タンクについて、施工した日から10年を超

えない日までの間に１回以上タンクを開放し、次に掲げる事項を確認することが望まし

いこと 

(1) コーティングに歪み、ふくれ、亀裂、損傷、孔等の異常がないこと 

(2) １.(1).イに定める方法により測定した地下貯蔵タンクの板厚が3.2ミリメートル以

上であること又は規則第23条に規定する基準に適合していること。ただし、次のア又

はイにより確認している場合については、確認を要さないものとして差し支えない。 

ア コーティング施工にあわせて地下貯蔵タンク及びこれに接続されている地下配管

に告示第４条に規定する方法により電気防食措置を講じ、防食電圧・電流を定期的

に確認している場合 

イ 地下貯蔵タンクの対地電位を１年に１回以上測定しており、この電位が－500ミリ

ボルト以下であることを確認している場合 
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別記15 可燃性蒸気流入防止構造等の基準 

 

１ 可燃性蒸気流入防止構造 

固定給油設備等において、一定の性能を有する可燃性蒸気流入防止構造をベーパーバ

リアということ。このベーパーバリアは、気密性を有する間仕切により可燃性蒸気の流

入を防止するソリッドベーパーバリア及びエアーギャップ（通気を有する空間をいう。

以下同じ。）と一定の構造を有する間仕切により可燃性蒸気の流入を防止するエアーベー

パーバリアに分類されること 

(1) ソリッドベーパーバリアの基準 

ソリッドベーパーバリアは、気密に造るとともに、150キロパスカルの圧力で、５分

間行う気密試験において、漏れがないものであること。なお、この基準において、可

燃性蒸気が滞留するおそれのある範囲を「可燃性蒸気滞留範囲」ということ 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 

(2) エアーベーパーバリアの基準 

エアーベーパーバリアは、次によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 

ア エアーベーパーバリアを構成するエアーギャップの間仕切の離隔距離は、50ミリ

メートル以上であること（図３参照） 

 

 ソリッドベーパーバリア 

クランプ・軸受け等 

ケーブル・軸等 

クランプ・軸受け等 

ケーブル・軸等 

固定給油設備等内

部の可燃性蒸気が

流入するおそれの

ない範囲 

固定給油設備等内部

の可燃性蒸気が流入

するおそれのない範

囲 

固定給油設備等内

部の可燃性蒸気滞

留範囲 

固定給油設備等内部

の可燃性蒸気滞留範

囲 

エアーベーパーバリア 

エアーギャップと固定給油設備等内

部の可燃性蒸気が流入するおそれの

ない範囲との間仕切 

エアーギャップ 

固定給油設備等内部の可燃性蒸気滞

留範囲とエアーギャップとの間仕切 

固定給油設備等内部の可燃性

蒸気滞留範囲と可燃性蒸気が

流入するおそれのない範囲と

の間仕切 
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図３ 

イ エアーギャップの構造は、次によるものとする。（図４、図５参照） 

(ｱ) 固定給油設備等のエアーギャップには、当該部分の通気を確保するとともに、

エアーギャップカバー（エアーギャップ内部を保護するために通気穴を設けた外

装部材をいう。以下同じ。）を設けることができること 

(ｲ) エアーギャップカバーに設ける通気穴は、固定給油設備等内部の可燃性蒸気滞

留範囲とエアーギャップとの間仕切から25ミリメートル以内の部分で、固定給油

設備等の対面（最低２面）に均等に配置されていること 

(ｳ) エアーギャップカバーに設ける通気穴の総面積は、エアーギャップの間仕切の

離隔距離（50ミリメートルを超える場合は50ミリメートル）とエアーギャップの

長辺の長さの積の25パーセント以上を確保すること 

(ｴ) 一の通気穴は、直径６ミリメートルの円が包含される大きさであること 

 

 

図４ 

 

 

図５ 

 

L（長辺の長さ） 

50㎜以上 

50㎜以上 

25㎜以内 
通気穴 

エアーギャップカバー 

通気穴 

包含される直径６㎜の円 

両面の通気穴の必要総面積≧50ミリメートル×Ｌミリメートル×0.25 
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ウ 固定給油設備等内部の可燃性蒸気滞留範囲とエアーギャップとの間仕切及びエア

ーギャップと固定給油設備等内部の可燃性蒸気が流入するおそれのない範囲との間

仕切に使用される部材は、ケーブル・軸等の貫通部以外の開口部のない構造とし、

当該貫通部の隙寸法は0.1ミリメートルから0.15ミリメートル以下程度であること 

エ 固定給油設備等内部の可燃性蒸気滞留範囲内に可燃性蒸気を滞留させ、当該範囲

内を10キロパスカルの圧力で15分間加圧し、固定給油設備等内部の可燃性蒸気が流

入するおそれのない範囲内で、可燃性蒸気が検出されない場合は、アからウまでの

基準は適用しないこと 

(3) その他 

ア 固定給油設備等内において、可燃性蒸気の流入するおそれのない範囲を形成する

目的で設けるベーパーバリアは、固定給油設備等設置面底部より600ミリメートル以

上の高さに設けること 

イ 固定給油設備等の外部には、ベーパーバリアの位置を見やすい箇所に容易に消え

ないように表示すること 

２ 固定給油設備等に係る可燃性蒸気滞留範囲 

可燃性蒸気滞留範囲は、別記４「危険場所における電気設備の基準」により固定給油

設備等の内部及び固定給油設備等の端面から水平方向に600ミリメートルの範囲とされ

ているが、ソリッドベーパーバリアを用いた場合、固定給油設備等の内部にあっては、

ソリッドベーパーバリアにより可燃性蒸気が流入するおそれのない部分を除いた部分、

固定給油設備等の周囲にあっては、ソリッドベーパーバリアより下の部分とすること（図

６参照）。エアーベーパーバリアを用いた場合、固定給油設備等の内部にあっては、エア

ーベーパーバリアにより可燃性蒸気が流入するおそれのない部分を除いた部分及びエア

ーギャップ部分、固定給油設備等の周囲にあっては、エアーギャップ下部の間仕切より

25ミリメートル高い位置から下の部分とすること（図７参照）。これらの場合、ノズルブ

ーツ（固定給油設備等に設けられたノズル収納部分をいう。以下同じ。）及びエアーセパ

レーター（液体に含まれる空気又はガスを分離し、これを除去する装置をいう。以下同

じ。）の排出部は、ベーパーバリアを設けた位置よりも低い部分に設けられていること（図

８参照） 
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図７ 

 

 

図８ 

３ 固定給油設備等の周辺における管理区域 

ベーパーバリアの高さより上方の固定給油設備等周辺600ミリメートルの範囲は、安全

を確保するための措置を講ずる必要がある区域（以下「管理区域」という。）とすること

（固定給油設備等の形態別可燃性蒸気滞留範囲の例を４に示す。） 

(1) 管理区域と固定給油設備等内部の可燃性蒸気滞留範囲との境界に用いる外装材は、

開口部のないものとすること。ただし、構造上等でやむを得ず開口部が存する場合に

は、次のアからエに掲げる措置を講ずることにより、開口部のない外装材と同等の扱

いとすることができること 

ア 隙部には、パッキンなどのシール部材により隙をふさぐ処置を施すこと 

固定給油設備等周辺の可燃性蒸気滞留範囲 
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イ パッキン等のシール部材による処理を施さない場合には、隙寸法が３ミリメート

ルを超えないものとすること 

ウ 水抜き穴等が存する場合には、直径３ミリメートル以下の円形とすること 

エ その他パネル等は、くぼみ等を作らない構造とすること 

(2) 管理区域に設置する設備は、次に掲げる措置を講ずること 

ア 管理区域に配管及びホース機器等が存する場合、ねじ込み接続や溶接構造等危険

物の漏れがない構造であること 

イ 給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離し

た部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること 

ウ 管理区域には、給油作業に係る機器以外は設置しないこと 

エ 裸火等の存する可能性がある機器及び高電圧機器等は設置しないこと 

４ 固定給油設備等の形態別可燃性蒸気滞留範囲の例 

可燃性蒸気滞留範囲は、設置される固定給油設備等の形態並びにベーパーバリアの種

類及び位置等によって異なることが考えられるため、次のとおり固定給油設備等の形態

別可燃性蒸気滞留範囲の代表例を示す。 

例１ 
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例２ 
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例４ 
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別記 16 急速充電設備の可燃性蒸気が滞留するおそれのない場所 

 

１ 次の⑴から⑶以外の場所は、規則第 25 条の５第２項第５号イ(1)の「可燃性の蒸気が

滞留するおそれのない場所」として取り扱うこと 

⑴ 懸垂式以外の固定給油設備にあっては、固定給油設備の端面から水平方向６ｍまでで、

基礎又は地盤面からの高さ 60cmまでの範囲、かつ固定給油設備の周囲 60cmまでの範囲 

⑵ 懸垂式の固定給油設備にあっては、固定給油設備のホース機器の引出口から地盤面に

下ろした垂線（当該引出口が可動式のものにあっては、可動範囲の全ての部分から地盤

面に下ろした垂線とする。）から水平方向６ｍまでで、地盤面からの高さ 60cmまでの範

囲、かつ固定給油設備の端面から水平方向 60cmまでで、地盤面までの範囲 

⑶ 通気管の先端の中心から地盤面に下ろした垂線の水平方向及び周囲 1.5ｍまでの範囲 

 

可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所のイメージ図（斜線部分以外） 

 

図１ 固定給油設備の周囲 
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図２ 懸垂式の固定給油設備の周囲 

 

図３ 通気管の周囲 
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図４ 給油取扱所（平面図） 

 

２ 次の⑴から⑹以外の場所は、規則第 25条の５第２項第５号ハただし書きの「危険物の

流出その他の事故により発生した可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」として取

り扱うこと 

⑴ 懸垂式以外の固定給油設備にあっては、周囲 60cm までの範囲、かつ固定給油設備の

中心から排水溝までの最大の下り勾配となっている直線から水平方向 11ｍまでで、基礎

又は地盤面からの高さ 60cmまでの範囲 

⑵ 懸垂式の固定給油設備にあっては、固定給油設備の端面から水平方向 60cm までで、

地盤面までの範囲、かつ固定給油設備のホース機器の中心から地盤面に垂線を下ろし、

その交点から排水溝までの最大の下り勾配となっている直線から水平方向 11ｍまでで、

地盤面からの高さ 60cmまでの範囲 

⑶ 専用タンク等のマンホールの中心から排水溝までの最大の下り勾配となっている直

線から水平方向 14ｍまでで、地盤面からの高さ 60cmまでの範囲 

⑷ 専用タンクへの注入口の中心から排水溝までの最大の下り勾配となっている直線か

ら水平方向 16ｍまでで、地盤面からの高さ 60cmまでの範囲 

⑸ 通気管の先端の中心から地盤面に下ろした垂線の水平方向及び周囲 1.5ｍまでの範囲 

⑹ 屋内給油取扱所（一方又は二方のみ開放されたものに限る。）の敷地の範囲 
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危険物の流出その他の事故により発生した可燃性の蒸気が滞留するおそれの 

ない場所のイメージ図（斜線部分以外） 

 

図５ 固定給油設備の周囲 

 

 

図６ 懸垂式の固定給油設備の周囲 
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図７ 通気管の周囲 

 

 

図８ 給油取扱所（平面図） 
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別記 17 粉末消火剤に係る係数を定めるための試験方法 

 

１ 器材 

器材は、次のものを用いる。 

(1) １メートル×１メートル×0.1メートルの鉄製の燃焼槽 

(2) 噴射ヘッド１個（オーバーヘッド用で放出角度90度のフルコーン型。等価噴口面積

は、流量の 0.7の値を目途として、ヘッドの吐出圧力と圧力容器で調整する。） 

(3) 消火剤容器  体積20リットル以上（消火剤の種別により定める。） 

(4) 消火剤重量  12±１キログラム（消火剤の種別により定める。） 

２ 試験方法 

(1) １．(1)の燃焼槽に対象危険物を深さ３センチメートルとなるように入れて点火する。 

(2) 点火１分後に下図の噴射ヘッドから表に示す標準放出量Ｑｓ（キログラム毎秒）の

消火剤を放出圧力（ノズル圧力）0.1±0.02メガパスカルで、30秒間放出する。 

(3) 消火しない場合は、(1)及び(2)の操作を放出量を増して行い、消火するまで繰り返

して、消火した時の放出量を記録する。 

(4) (1)から(3)までの操作を３回以上繰り返し、その平均放出量Ｑ（キログラム毎秒）

を求める。 

３ 係数の求め方 

当該危険物の係数Ｋは、次の式により求める。 

Ｋ＝Ｑ／Ｑｓ 

Ｋは、小数点以下第２位を四捨五入し、0.2刻みとして切り上げる。 

（計算例） 

第一種粉末消火剤の場合の平均放出量が 0.25 キログラム毎秒の場合 

Ｋ＝0.25／0.2 

＝1.25 

≒1.3→1.4 

 
図 消火試験器材配置 

１ｍ V=20ℓ 

蓄
圧
式 

1.3ｍ 

0.1ｍ 
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表 粉末消火剤の種別と標準放出量 

消火剤の種別 標準放出量（㎏／Ｓ） 

第一種粉末 0.20 

第二種粉末又は第三種粉末 0.12 

第四種粉末 0.08 
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別記18 蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取扱う屋内貯蔵所に設ける消

火設備に係る運用指針 

 

第１ スプリンクラー設備の基準  

規則第35条の２第３項第１号の基準によるほか、スプリンクラー設備の基準の細目は、

次のとおりとする。  

１ 開放型スプリンクラーヘッド  

防護対象物のすべての表面がいずれかのヘッドの有効射程内にあるように設けるほ

か、施行規則第13条の２第４項第１号ニ及びホに定める基準の例によること 

２ 一斉開放弁又は手動式開放弁  

施行規則第14条第１項第１号に定める基準の例によること 

３ 放射区域  

二以上の放射区域を設ける場合は、火災を有効に消火できるように、隣接する放射

区域が相互に重複するようにすること 

４ 制御弁  

施行規則第14条第１項第３号に定める基準の例によること 

５ 自動警報装置  

施行規則第14条第１項第４号に定める基準の例によること 

６ 流水検知装置  

施行規則第14条第１項第４号の４及び第４号の５に定める基準の例によること 

７ 呼水装置  

施行規則第14条第１項第５号の基準の例によること 

８ 送水口  

施行規則第14条第１項第６号の基準の例によるほか、消防ポンプ自動車が容易に接

近することができる位置に双口型の送水口を附置すること 

９ 起動装置  

⑴ 施行規則第14条第１項第８号に定める基準の例によること 

⑵ 自動火災報知設備の感知器の作動により連動して起動させる場合は、一の感知器

の作動により起動することがないよう、複数の煙感知器の作動と連動させるか、煙

感知器及び炎感知器又は熱感知器による異なる種類の感知器の作動により連動させ

るものとすること 

10 操作回路の配線  

施行規則第14条第１項第９号の基準の例によること 

11 配管  

施行規則第14条第１項第10号の基準の例によること 
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12 加圧送水装置  

施行規則第14条第１項第11号の基準の例によること 

13 貯水槽等  

施行規則第14条第１項第13号の基準の例によること 

14 予備動力源  

自家発電設備又は蓄電池設備によるものとし、次の⑴及び⑵に定めるところによる

こと。ただし、次の⑴に適合する内燃機関で、常用電源が停電したときに速やかに当

該内燃機関を作動するものである場合に限り、自家発電設備に代えて内燃機関を用い

ることができる。  

⑴ 容量は、スプリンクラー設備を有効に45分間以上作動させることができるもので

あること 

⑵ 施行規則第12条第１項第４号ロ（自家発電設備の容量に係る部分を除く。）及び

ハ（蓄電池設備の容量に係る部分を除く。）に定める基準の例によること 

 

第２ 消火器の設置基準  

第４種及び第５種消火設備は、規則第 35条の２第３項第２号及び第３号の基準による

ほか、政令別表第５における建築物その他の工作物、電気設備及び第４類の危険物の消

火に適応するものを設置すること 
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別記 19 リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いに係る運用について 

 

第１ 運用の適用対象とするリチウムイオン蓄電池 

１ 対象とする蓄電池等 

リチウムイオン蓄電池（リチウムイオン蓄電池及び電気配線等から構成される製品

を含む。）又はリチウムイオン蓄電池及び電気配線等から構成される設備（以下「蓄電

池設備」という。）（以下「蓄電池等」という。）であって、次に掲げるものを対象とす

る。 

⑴ 電気用品の技術上の基準を定める省令（平成 25年経済産業省令第 34号）に定める

技術基準に適合している蓄電池等 

⑵ 次に掲げるいずれかの基準に適合している蓄電池等 

ア 国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める技術基準（UN38.3） 

イ 道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）第３章に定める保安基準 

ウ 日本産業規格のうち、次に掲げるもの 

（ｱ） JIS C 8715-2「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム－第２部：

安全性要求事項」 

（ｲ） JIS C 4441「電気エネルギー貯蔵システム－電カシステムに接続される電気エ

ネルギー貯蔵システムの安全要求事項－電気化学的システム」 

⑶ ⑴又は⑵と同等以上の安全性を有すると認められる蓄電池等 

２ 補足事項 

⑴ 蓄電池等が１⑴に該当することについては、電気用品安全法（昭和 36年法律第 234

号）第 10条に基づく表示（PSEマーク）により確認すること。また、蓄電池等が１⑵

又は⑶に該当することについては、事業者が実施している試験結果により確認するこ

と 

⑵ １⑶の蓄電池等としては、例えば、次のものが考えられること 

ア IEC（国際電気標準会議）62619又は 62933-5-2に適合するもの 

イ UL（米国保険業者安全試験所）1973又は 9540に適合するもの 

⑶ 第２に定める基準に適合する箱（以下「耐火性収納箱」という。）に収納して蓄電

池等を貯蔵する場合、次のア及びイの条件を満たすときは、本文第２章第１節第３⑻

ア及び第３章第３節第３.２⑼オの適用対象として差し支えないこと。なお、この場

合、例えば、大量の廃棄品（リサイクル予定のものを含む。）を箱に収納して貯蔵す

る場合が想定されること 

ア 製造時点等において１⑴から⑶までのいずれかに該当し、又は第３に定める基準

に適合することが確認されていた蓄電池等であること 

イ 次のいずれかに該当するリチウムイオン蓄電池が概ね 10%未満であることが目 

視等により確認できること 
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(ｱ) 腐食や損傷等によりリチウムイオン蓄電池の内部構造が露出しているもの 

(ｲ) 液漏れが発生していることが明らかに確認できるもの 

 

第２ 耐火性収納箱等の基準について 

耐火性収納箱等は、１の耐火性能試験に合格する材料等で造られ、かつ、２の条件

に適合するものであること 

１ 耐火性能試験 

⑴ の方法により試験を実施し、その結果が⑵の基準に適合すること 

⑴ 試験方法 

ア 第一試験は、次により行う。 

(ｱ) 加熱炉に１枚の試験材を設置する。 

(ｲ) 加熱炉により、(ｱ)の試験材の片面を加熱し、非加熱面での火炎、亀裂その

他の損傷の有無を確認する。 

(ｳ) 試験材の一辺の長さは 30cm以上とする。 

(ｴ) 加熱は、炉内の温度の時間経過が次式で表される数値となるようにする。 

Ｔ＝345log10（8t＋1）＋20 

（Ｔは平均炉内温度（℃）、tは試験の経過時間（分）） 

イ 第二試験は、次により行う。 

(ｱ) 加熱炉に２枚の試験材を下図のように設置する。 

(ｲ) 試験材の間隔は４cm以内とする。 

(ｳ) 加熱炉により、一の試験材の片面を加熱し、加熱炉に接しない試験材におけ

る非加熱面の温度を計測する。 

(ｴ) 試験材の一辺の長さはア(ｳ)の例による。 

(ｵ) 加熱は、ア(ｴ)の例による。 

 

第二試験図（イメージ） 
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⑵ 合格基準 

次のア及びイを満足する場合に、この試験に合格するものと判定する。 

ア 第一試験において、試験開始から 60分間非加熱面が次の(ｱ)から(ｳ)までを

満たすこと 

(ｱ) 非加熱面へ 10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと 

(ｲ) 非加熱面で 10秒を超えて継続する発炎がないこと 

(ｳ) 火炎が通る亀裂その他の損傷を生じないこと 

イ 第二試験において、試験開始から 60 分後における⑴イ(ｳ)の温度が 80℃を

超えないこと 

 

２ 耐火性収納箱等の条件 

⑴ 炎又は熱が容易に伝播する隙間を有さないものであること 

⑵ 耐火性筐体に開口部（換気口、コネクターの接続口等を含む。）を設けるものにあ 

っては、当該開口部を設けた部分が１に掲げる試験に合格するものであること 

⑶ 耐火性収納箱等に許容最大重量の物品を収納した場合（耐火性収納箱等を積み重ね

て使用するものにあっては、許容最大重量の物品を収納した箱を最大積載高さ（最大

６ｍ）まで積み重ねた場合）において、水平に対し 15°傾けた場合、転倒しないこと 

⑷ 耐火性収納箱等を積み重ねて使用するものにあっては、許容最大重量の物品を収納

した箱を最大積載高さ（最大６ｍ）まで重ねて積載した場合において、最下段の耐火

性収納箱等の上部にかかる荷重によって生じる当該箱の鉛直方向の応力が許容の範

囲を超えないものであること。 

なお、この場合の安全率は３以上を目安とすること 

⑸ 機械により荷役するものにあっては、当該荷役により加わる衝撃に対して十分な強

度を有するものであること。 

なお、この場合の強度を確認する方法としては、例えば、JIS Z 0200 片支持落下試

験の方法Ｂが考えられること 

⑹ 耐火性収納箱等には、次に掲げる事項がその見やすい箇所に容易に消えないように

表示されていること。 

ア 耐火性収納箱等の許容最大重量 

イ 耐火性収納箱等の最大積載高さ及び最大積み重ね荷重（耐火性収納箱等を積み重ね

て使用するものに限る。） 

ウ 積み重ね不可である旨の表示（耐火性収納箱等を積み重ねて使用するもの以外のも

のに限る。） 

エ 機械荷役不可である旨の表示（機械により荷役するもの以外のものに限る。） 
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第３ 蓄電池等の耐火性に関する基準について 

１の方法により試験を実施し、その結果が２の基準に適合するものであること 

１ 試験方法 

⑴ 満充電にした蓄電池等を周囲温度 25±5℃で安定させる。 

⑵ ⑴の蓄電池等を恒温槽内に置く等により、蓄電池等に次のいずれかの温度変化を加

える。 

ア 25±5℃から 5±2℃/分の温度上昇で 85±5℃まで昇温し、85±5℃で 180分間保持する。 

イ 25±5℃から直ちに 85±5℃まで昇温し、85±5℃で 200分間保持する。 

２ 合格基準 

蓄電池等に発火又は破裂が生じないこと 


